
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（ドルフィン） 

発生日時 令和３年４月７日 １９時１１分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市松島港釜
かま

浦
うら

地区 

松島港釜ノ浦防波堤灯台から真方位２３２°１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５６.４′ 東経１２９°３７.０′） 

事故の概要  旅客船New
ニュー

松島
まつしま

は、出航操船中、ドルフィンに衝突した。 

事故調査の経過 令和３年４月１４日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 New松島、９９トン 

 １４００５６、長崎県西海市 

 乗組員等に関する情報 船長、六級（航海） 

見習い船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部防舷材に凹損 

ドルフィン 損傷なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、見習い船長が操船指導を受ける

目的で操船し、旅客１８人を乗せ、船首を西方に向けて入船右舷着け

していた桟橋から離桟を開始した。 

 見習い船長は、船長が左舷側に立って操船を見守る中、操舵スタン

ドの前に立って左舵を取り、微速力後進とし、バウスラスタを右回頭

に操作するところ、誤って左回頭に操作して右舷船尾が桟橋東方のド

ルフィンに接近し、衝突の危険を感じたので船長に報告した。 

船長は、見習い船長から報告を受けたあと、船尾が右舷方に動いた

ことを認め、見習い船長がバウスラスタの操作を誤ったことに気付

き、見習い船長から操船を交代したものの、衝突を避けるための操船

が間に合わず、本船が後進を続けて右舷船尾部がドルフィンに衝突し

た。 

見習い船長は、船長の操船手順を見て覚えるという操船指導を本事

故前に５日間受けていたが、本事故当時、自身が操船に当たるのは３

回目であった。 

船長は、見習い船長が９９トンの船舶の船長経験があることを知っ

ており、操船を任せても大丈夫だと思っていたが、バウスラスタを使

用した経験がほとんど無いことを知らなかった。 

船長は、本事故後に、バウスラスタを操作する見習い船長の手の動



きを注意して見ておけば、誤操作に早く気付き、衝突を回避できたか

もしれないと思った。 

見習い船長は、９９トンの船舶の船長経験が約１年３か月あったも

のの、離桟時にバウスラスタを使用した経験が数回のみだった。 

分析 本船は、出航操船中、船長が、見習い船長に操船を任せたことか

ら、見習い船長のバウスラスタの誤操作に気付くのが遅れ、船長が操

船を交代したものの、衝突を避けるための操船が間に合わず、ドルフ

ィンに衝突したものと考えられる。 

船長は、見習い船長が９９トンの船舶の船長経験があることを知っ

ていたことから、操船を任せても大丈夫だと思っていたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が出航操船中、船長が、見習い船長に操船を任せた

ため、見習い船長のバウスラスタの誤操作に気付くのが遅れ、船長が

操船を交代したものの、衝突を避けるための操船が間に合わず、ドル

フィンに衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、指導対象者の経験の詳細を把握して、状況に応じて具体

的な指示をする等の操船指導を行うこと。 

 ・船長は、見習い船長のバウスラスタを操作する手の動きに注意し

て、操船指導を行うこと。 

 


